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電波オークション制度の得失――米国の現状
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Ⅰ．電波オークションをめぐる経済問題

Ａ．経済資源としての「電波」

１．再生産不可能な自然資源

２．「存在量（初期賦存量）」は有限

しかし資源を使用しても存在量は減少しない

３．同一資源の共用は原則として不可能

しかし技術進歩によって「共用許容度」が増大する

４．資源使用のために「開発」が必要

新周波数使用法の開発によって使用可能な実質的資源量が増大する

５．使用権（所有権）の確立（つまり不法使用の排除）が可能

６．電波の経済的性質は「土地」と酷似する

土地について言えることは電波についても言える

７．「電波」と「土地」との性質の対応（異同）

水利権（水道権）、漁業権、空路権とも一部類似

［土地］ ［電波］

（ 1）土地（宅地等）開発（建物不動産と共に） 電波（使用技術）開発（機器端末と共に）

（ 2）土地の立体的利用 電波の「共用」（ディジタル技術による）

（ 3）所在場所が価値を決定 使用場所が価値を決定

（ 4）公共用地と私有地が混在 共通使用（放送）と個別使用（移動電話）
が混在

（ 5）地域ごとに排他使用 到達地域内で排他使用

（10）目に見える 目に見えない
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（11）一般的な生活・生産手段 専門家によるサービス生産手段

（12）転用に「数十年」かかる 転用に「数年」かかる

（13）―― 同一地点での重複使用（周波数別）が可能

（14）時分割（time sharing）使用が可能 時分割使用を積極的に活用

（15）私的所有権、賃貸・リース（譲渡可能） 公的使用権／免許制度（譲渡不可能）

（16）市場価格成立（ただし規制による歪みあ 市場価格なし
り）

Ｂ．土地使用の歴史と電波使用の「歴史」

１．土地

ａ．農業社会の生産手段

大化改新時の公有・私有の争い

以後私有制度で安定（公用地も「私有の一形式」）

ｂ．工業社会の生産手段、都市の生活手段、ビジネス（office）手段、交通・商業、サービス店

舗

昭和以降、「混雑（供給不足）」が発生

実質価格の継続的上昇

戦時中から土地売買・賃貸価格の抑制（土地価格の歪み発生）

「土地価格が高くなるのは困る」

「土地バブル」の発生と崩壊

２．電波

ａ．マルコーニから1990年ごろまで：

「公有」と「免許による私的使用」の制度

軍事使用との関係

ｂ．1990年代：技術進歩による利用可能性の急速な増大

本格的な混雑発生の傾向［（潜在的）実質価格の継続的上昇］

米国（1993年～）：所有権公有のまま、使用権の販売（賃貸）を開始（電波オークシ

ョン）

ｃ．将来：

すべての個人が、あらゆる地点・時間で電波を使用するようになる
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ｄ．問題点：

電波の経済価値の「発現」の圧力、公有では手に負えない（？）

→「電波バブル」、価格変動（NTT株式の例）：混乱

「既得権」が増大中

均衡価格はすぐには分からないので、早くから「市場化」をすすめるのがよい

放送と電波

種別のメディアの不可欠手段

どうあるべきか、どうなるかの論議が必要

Ｃ．電波オークションの影響

１．電波を使用する産業への新規参入の可能性が増大［競争増大、産業発展］

（既得権と政治圧力が無くなる）

２．電波の有効利用度の増大

（最も必要とする事業者・ユーザに使われる）

３．所得（収入・支出）の再配分

ａ．政府収入（民間支出）の増大

ｂ．電波使用産業における収支変動

生産要素の非弾力的供給主体の収入減（E.g.,テレビタレント）

サービスの非弾力的需要主体の支出増（E.g.,コマーシャル代（化粧品メーカー））

（同産業生産物（サービス）価格は上昇。しかし全部が転嫁されるのではない）

（一部転嫁。程度は「弾力性」に依存）

Ⅱ．米国の（移動電話用）電波オークション制度

Ａ．旧来の電波割当方式

１．「競合申請」方式

（「美人コンテスト」方式）

２．Lottery（くじ引き）方式

Ｂ．電波オークション制度

１．法律制定――元来「エコノミスト」が有料化を主張

ａ．「1993年包括財政調整法」による「1934年通信法」309条（j）項等（47USC309（j）、47USC
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923）の新設

政府収入増の目的（議会向け）

ｂ．政府既使用分より必要度低い帯域（計10MHz分以上）を拠出し、FCCにその分をオークション

にかける権限を与えた（入札には資格必要、小企業・女性所有企業・マイノリティ所有企業

に配慮、電波の有効使用を目的とする、政府収入増を目的としない）

ｃ．1997年9月末までの評価を義務づけ、1998年9月までの時限措置（しかし、以降も継続するも

のと予測）

２．規則制定

「通信法規則（47CFR）」第24部

現在規則制定が進行中

３．オークション実施（PCS用電波）

ａ．電子入札制の採用

多数地域電波の「同時（simultaneous）」入札の必要

システム設計（FCC自身で入札用ソフトを作成）

ｂ．1994年夏以降に実施

第１回：1994年7月（7日間）

狭帯域PCS（900MHz帯）10本分の免許

1時間に1回入札、計47回で収束

第２回：1994年10月～11月

狭帯域PCS 30本分の免許

第３回：1994年12月～1995年3月

広帯域PCS（1800MHz帯）102本分の免許

1日に2回入札、計60回で収束

（リモート入札の採用）

ｃ．結果

移動通信収入の1/5～1/7が電波使用料に支出されるものと推定（R. Pepper）


